
検査項目一覧表
１． 定期健康診断

種類 対象者 回数 検査結果等 判定方法 備考
(1)第１次健診

問診及び診察
既往歴、業務歴、家族歴及び生活習慣等の調
査

年１回 受託者で作成し、事前に審査を受けること

健康生活（食生活・運動・喫煙・飲酒・肥
満度・メンタルヘルス）の項目別に、結果
表にコメントをつけること。内容について
は、事前に県の審査を受けること

自覚症状及び他覚所見の有無の調査 受託者で作成し、事前に審査を受けること 事前に県の審査を受けること
自覚症状、他覚所見について、結果表に
コメントをつけること。内容については、事
前に県の審査を受けること

胸部X線 デジタル撮影とする。 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく
要件に該当し、検査を省略したものにつ
いては、未受診理由を把握し、報告する
こと。

身体計測 身長、体重、ＢＭＩ 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

尿検査 蛋白・糖 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

血圧測定 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

視力検査 5m視力（右、左） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

聴力検査
ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀ使用（35歳未満の希望者は事前の
医師の判断により会話法に変更可）

受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく 消防航空隊従事者は会話法不可

身体計測 腹囲 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

血液検査 （Hb、RBC） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別紙「判定基準表」に基づく

（GOT(AST)、GPT（ALT）、γ-GTP） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別紙「判定基準表」に基づく

（LDL、HDL、TG） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別紙「判定基準表」に基づく

（HbA1c、GLU） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別紙「判定基準表」に基づく

心電図検査 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく 消防航空隊従事者は省略不可

尿検査 潜血・ウロビリノーゲン 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

血液検査 （Ht、MCV、MCH、MCHC、WBC、PLT） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

（ALP、UA、CRE） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

（AMY） 受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく

(2)第２次（精密）健診
眼底検査

・年１回、第１次健診
の時に実施

受託者で作成し、事前に審査を受けること 別添３「判定基準表」に基づく
血圧検査で最大血圧140以上又は最小
血圧90以上で35歳以上の者
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